
 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県教育庁相双教育事務所学校教育課

〒975-0031 

福島県南相馬市原町区錦町一丁目 30番地 

ＴＥＬ:(0244)26-1314 

ＦＡＸ:(0244)26-1318 

E-mail:sousou.kyouiku@pref.fukushima.lg.jp 

○日 時：令和７年１０月３日（金）９：５０～１６：１５ 

○会  場：相馬市立中村第一中学校（相馬市中村字本町１３２―１） 

○内 容：講話「学校経営の概要」   

講義「保健室経営の実際（健康観察・健康相談・保健指導）」 

授業参観「歯肉炎、歯周病の予防」 

協議「授業参観事後研究および職務上の諸問題」 

講 義      「新規採用者・初任者研修の進め方」 

 

〇 子どもに目標やめあてを示す際は、達成までの道筋を示し、導くことが大切で

あると学んだ。子どもの理解度に合わせた説明や指導をしたい。 

〇 歯の磨き方を教えるだけでなく、生活を振り返って自分の生活に合った習慣

を考えるよう指導することで、より実践的な学びになると思った。 

〇 健康課題に合わせた保健指導、外部機関と連携して行う保健指導につい

て学ぶことができた。効果的な指導ができる養護教諭になりたい。 

〇 円滑な保健室経営、先生方との連携の工夫を学ぶことができた。養護教

諭、担任それぞれの視点からアドバイスをいただき、今後の職務への向き合い

方や、同僚とのコミュニケーションの取り方を意識して取り組んでいきたい。 

EPORT
研修会

【研修のまとめ】 

 本日の講義、演習等の内容を踏まえ、初任者として今後、授業実践や研修等に臨むにあたり、以下のこと

に留意していただきたいと思います。 

○ 生徒一人一人の成長に寄り添う姿勢を大切にし、経験豊富な先生から謙虚に学び続けること。常に新

しい情報を吸収し、柔軟な思考力と実践力を磨くとともに、粗探しではなく宝探しの教育を実践すること。 

○ 外部機関と連携しながら、健康課題に即した保健指導を展開することが効果的である。また、マニュアル

の共有を通じて、教員との共通理解を深め、学校保健の運営体制を整備することが重要である。 

○ 保健指導を行う際は、T.T.による役割分担を明確にし、互いの強みや専門性を生かすことが重要であ

る。日頃からのコミュニケーションを大切にし、円滑な連携のもと授業を実施すること。 

 研修の感想
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